
●
民
主
化
・
地
方
分
権
化
と
環
境
問
題

一
九
九
○
年
代
末
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
環

境
問
題
は
、
中
央
集
権
的
な
政
策
と
の
関
係
で
語

ら
れ
て
き
た
。
地
方
で
は
、
地
域
住
民
が
環
境
破

壊
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
一
方
、
開
発
に
よ
る
利

益
は
中
央
に
集
中
す
る
構
造
が
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ

等
も
、
中
央
集
権
的
な
政
治
体
制
で
の
環
境
破
壊

に
対
し
て
批
判
を
行
い
、
地
方
分
権
や
住
民
参
加

を
進
め
る
こ
と
が
環
境
破
壊
の
解
消
に
つ
な
が
る

と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
構
図
は
、
一
九
九

な
構
図
は
、
一
九
九

構
図
は
、
一
九
九

八
年
の
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
退
陣
後
の
民
主
化
、
地

方
分
権
化
の
流
れ
の
中
で
変
化
し
て
き
た
。
し
か

し
、
必
ず
し
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
問
題
が
解
決

の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿

で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
主
化
・
地
方
分
権
化

と
環
境
問
題
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

●
環
境
関
連
法
で
の
地
方
分
権
化

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
方
分
権
化
は
、
ス
ハ
ル
ト

体
制
の
時
代
の
中
央
集
権
的
政
治
体
制
の
弊
害
を

受
け
、
よ
り
民
主
的
に
、
よ
り
地
方
の
事
情
に
あ

っ
た
政
治
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
生
ま
れ
た
動
き

と
い
え
る
。
民
主
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
地
方
の

支
持
を
集
め
た
い
と
い
う
中
央
の
政
治
家
た
ち
の

政
治
的
思
惑
も
、
こ
の
動
き
を
後
押
し
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
然
資
源
の
豊
か
な
地

域
か
ら
は
、
資
源
開
発
か
ら
あ
が
る
利
益
が
地
元

に
還
元
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
利
益
の

配
分
を
求
め
る
た
め
に
、
地
方
分
権
化
が
叫
ば
れ

て
き
た
。

一
九
九
九
年
に
は
、
地
方
分
権
化
法
（
一
九
九

九
年
法
律
第
二
二
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
外
交
、

司
法
、
金
融
、
宗
教
な
ど
中
央
政
府
の
持
つ
権
限

も
残
さ
れ
た
が
、
環
境
に
関
す
る
権
限
は
基
本
的

に
県
・
市
政
府
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
同
年
に
中
央
地
方
歳
入
分
配
法
（
一
九
九

九
年
法
律
第
二
五
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法

律
で
は
、
天
然
資
源
収
入
か
ら
得
ら
れ
る
政
府
収

入
の
、
中
央
政
府
お
よ
び
地
方
政
府
へ
分
配
す
る

割
合
が
変
更
さ
れ
、
天
然
資
源
を
有
す
る
地
方
に

厚
く
分
配
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
の

法
律
は
、
二
○
○
一
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

環
境
関
連
の
法
律
に
つ
い
て
も
、
地
方
分
権
化

の
流
れ
に
そ
っ
た
改
正
が
行
わ
れ
、
規
制
権
限
が
、

中
央
か
ら
州
へ
、
州
か
ら
県
・
市
へ
と
移
譲
さ
れ

た
。
同
時
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
担

い
手
と
し
て
資
源
の
持
続
的
な
利
用
を
促
し
て
い

く
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
一
九
九
九
年
に
改
正

さ
れ
た
林
業
基
本
法
（
一
九
九
九
年
法
律
第
四
一

号
）
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
的

な
森
林
経
営
に
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
用
権
を
明
示
的

に
認
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
の
伝
統
的

な
資
源
利
用
を
認
め
て
い
く
具
体
的
な
方
法
と
し

て
は
、
県
に
対
し
て
一
○
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
の

伐
採
権
を
協
同
組
合
に
付
与
す
る
権
限
を
与
え
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
家
土
地
委
員
会

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ア
ダ
ッ
ト
（
慣
習
法
）
を

登
録
す
る
制
度
を
定
め
る
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
法

改
正
を
具
体
化
す
る
動
き
も
あ
る
。

同
様
に
、
一
九
九
九
年
の
地
方
分
権
化
法
は
、

沖
合
一
二
マ
イ
ル
ま
で
を
州
の
管
轄
範
囲
と
す
る

一
方
、
沖
合
四
マ
イ
ル
ま
で
の
水
産
資
源
に
関
し

て
の
採
取
や
保
護
の
権
限
が
県
お
よ
び
市
に
与
え

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
伝
統
的
な
漁
法
を
利
用
し
た

漁
業
は
、
県
や
市
の
権
限
の
対
象
外
と
さ
れ
た
。

汚
染
に
関
連
し
た
法
律
に
つ
い
て
は
、
環
境
省

か
ら
「
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
政
令
」（
一
九

九
九
年
政
令
第
二
七
号
）、「
大
気
汚
染
の
防
止
に

関
す
る
政
令
」（
一
九
九
九
年
政
令
第
四
一
号
）

が
公
布
さ
れ
、
地
方
分
権
化
の
流
れ
に
沿
っ
た
内

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
民
主
化・地
方
分
権
化
と
環
境
問
題
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容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
○
○
一
年
に
は
、

「
水
質
管
理
お
よ
び
水
質
汚
濁
防
止
に
関
す
る
政

令
」（
二
○
○
一
年
政
令
第
八
二
号
）
が
公
布
さ
れ
、

水
質
汚
濁
の
分
野
で
も
法
制
度
面
で
は
、
地
方
分

権
化
を
す
す
め
る
枠
組
み
が
整
っ
た
。

二
○
○
四
年
に
は
、
一
九
九
九
年
に
制
定
さ
れ

た
地
方
分
権
化
法
お
よ
び
中
央
地
方
歳
入
分
配
法

が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
、
地
方
行
政
法
お
よ
び
中

央
地
方
財
政
均
衡
法
が
制
定
さ
れ
た
。
一
九
九
九

年
の
地
方
分
権
化
二
法
で
は
、
地
方
自
治
の
原
則

と
し
て
、「
で
き
る
限
り
広
範
な
自
治
」
が
掲
げ

ら
れ
て
い
た
が
、
二
○
○
四
年
の
法
律
は
、
こ
れ

に
加
え
て
「
現
実
的
で
責
任
の
あ
る
自
治
」
と
い

う
原
則
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
開
発

計
画
・
管
理
、
空
間
計
画
・
利
用
や
環
境
管
理
等

が
、「
義
務
的
事
務
」
と
し
て
地
方
の
責
任
と
し

て
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、

中
央
政
府
の
規
制
を
無
視
し
、
地
方
政
府
が
独
自

に
規
制
を
緩
め
る
な
ど
の
措
置
が
、
環
境
問
題
等

を
深
刻
化
さ
せ
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

●
「
小
規
模
伐
採
権
」
の
森
林
破
壊

一
九
九
九
年
の
森
林
法
で
は
、
県
は
一
○
○
ヘ

ク
タ
ー
ル
ま
で
の
伐
採
権
を
協
同
組
合
に
発
行
で

き
る
と
さ
れ
た
。
本
来
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の

持
続
的
な
森
林
の
利
用
を
認
め
る
た
め
の
措
置
で

あ
っ
た
が
、
伐
採
業
者
が
協
同
組
合
を
設
立
す
る

な
ど
、
本
来
の
趣
旨
か
ら
外
れ
た
運
用
が
表
面
化

し
て
い
る
。
ま
た
、
県
が
大
量
に
伐
採
権
を
発
行

し
て
お
り
、
同
じ
森
林
で
複
数
の
伐
採
権
が
設
定

さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

林
業
省
に
よ
る
と
、
二
○
○
一
年
の
七
月
の
時
点

で
は
、
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
州
の
ク
タ
イ
県
で
は
、

一
○
二
の
小
規
模
伐
採
権
が
認
め
ら
れ
、
西
カ
リ

マ
ン
タ
ン
の
カ
プ
ア
ス
・
フ
ル
県
で
は
三
○
八
の

小
規
模
伐
採
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ

ら
に
、
同
一
の
協
同
組
合
に
、
一
○
件
程
度
伐
採

権
を
み
と
め
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。
二
○
○
二
年
に
は
、
県
レ
ベ
ル
で
の
伐
採

権
の
発
行
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
、
小
規

模
な
伐
採
権
の
乱
発
に
よ
る
過
剰
な
伐
採
は
続
い

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

●
「
伝
統
的
漁
法
」
と
水
産
資
源

一
九
九
九
年
法
律
第
二
二
号
で
は
、
沖
合
四
マ

イ
ル
ま
で
の
水
産
資
源
に
関
し
て
の
採
取
や
保
護

の
権
限
が
県
お
よ
び
市
に
与
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、

伝
統
的
な
漁
法
を
利
用
し
た
漁
業
は
、
県
や
市
の

権
限
の
対
象
外
と
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、

サ
シ
と
呼
ば
れ
る
禁
止
行
為
を
定
め
な
が
ら
、
水

産
資
源
を
持
続
的
に
利
用
し
て
い
る
伝
統
的
な
漁

業
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
地
域

の
浜
を
二
つ
に
分
け
、
一
年
お
き
に
ナ
マ
コ
を
採

る
範
囲
を
決
め
て
い
る
事
例
や
、
河
川
で
の
モ
ー

タ
ー
を
つ
け
た
船
で
の
漁
業
を
禁
止
、
網
目
の
小

を
禁
止
、
網
目
の
小

禁
止
、
網
目
の
小

さ
な
魚
網
を
禁
止
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

を
禁
止
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

禁
止
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。。

一
九
九
九
年
法
律
第
二
二
号
が
伝
統
的
な
漁
法

を
規
制
対
象
外
と
し
た
の
は
、
資
源
保
護
の
観
点

か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
漁
法
が
問
題
と

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

県
や
市
に
規
制
権
限
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
ま

で
資
源
を
持
続
的
に
利
用
し
て
き
た
村
の
漁
業
管

理
が
正
当
化
さ
れ
な
く
な
り
、
管
理
の
仕
組
み
が

崩
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
伝
統
的
な
漁
法
が
何
を
意
味
し
て
い

る
か
に
つ
い
て
の
定
義
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
結
果
、
あ
る
地
域
の
漁
師
が
他
の
地
域
に
入
り
、

伝
統
的
な
漁
法
で
あ
る
と
称
し
て
、
漁
業
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
。
県
を
越
え
て
他
の
地
域
に
入
り

漁
を
す
る
実
態
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
地
元
の
漁

民
は
、
資
源
の
枯
渇
に
つ
な
が
る
と
反
発
し
て
、

他
地
域
の
漁
船
を
焼
い
た
り
、
漁
師
を
捕
ま
え
た

漁
船
を
焼
い
た
り
、
漁
師
を
捕
ま
え
た

り
す
る
と
い
っ
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
事
例
は
、
西
ジ
ャ
ワ
、
東
ジ
ャ
ワ
、
北
ス
マ

ト
ラ
、
ベ
ン
ク
ル
、
ラ
ン
プ
ン
、
ポ
ン
テ
ィ
ア
ナ

ッ
ク
、
マ
ド
ゥ
ラ
等
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
で
報

告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
紛
争
は
、
一
九
九

九
年
法
律
第
二
二
号
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、

伝
統
的
な
漁
法
を
政
府
の
管
理
外
と
し
た
こ
と
が
、

他
地
域
か
ら
入
り
込
む
漁
民
に
、
法
的
な
正
当
性

を
与
え
た
側
面
が
あ
る
。

●
廃
棄
物
処
分
場
を
め
ぐ
る
紛
争

廃
棄
物
の
処
分
は
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
か
ら
、
県

や
市
が
担
当
し
て
お
り
、
地
方
分
権
化
に
よ
っ
て
、

制
度
的
な
変
化
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
領
域
で
あ

る
。
し
か
し
、
民
主
化
、
地
方
分
権
化
の
中
で
、

処
分
場
の
立
地
し
て
い
る
県
や
市
の
立
場
が
強
く

な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
典
型
例
が
、

ブ
カ
シ
市
に
あ
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ゴ
ミ
の
埋
立
処

分
場
を
め
ぐ
る
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
と
ブ
カ
シ

市
の
紛
争
で
あ
る
。

特集／開発と環境─アジアの経験と課題

11 ─アジ研ワールド・トレンド No.149（2008．2）



ジ
ャ
カ
ル
タ
の
都
市
廃
棄
物
に
関
し
て
は
、
ジ

ャ
カ
ル
タ
特
別
州
政
府
が
収
集
、
運
搬
、
埋
立
を

ス
ハ
ル
ト
政
権
の
時
代
か
ら
継
続
的
に
行
っ
て
き

た
。
焼
却
処
分
は
、
経
済
的
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
回
収
さ
れ
た
廃
棄
物
の

ほ
ぼ
全
量
が
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
東
隣
、
ブ
カ
シ
市

の
バ
ン
タ
ー
ル
・
グ
バ
ン
埋
立
処
分
場
に
運
ば
れ

埋
立
て
ら
れ
て
き
た
。

一
九
九
九
年
に
、
処
分
場
で
の
火
災
に
よ
る
大

気
汚
染
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
と
ブ
カ
シ
市
政
府
の
間

の
対
立
が
顕
在
化
し
た
。
処
分
場
で
の
火
災
の
理

由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
呼
吸
器
系
の
疾
患
な
ど

も
多
発
し
て
い
る
と
の
報
道
も
あ
り
、
周
辺
住
民

や
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
対
策
を
求
め
る
声
が
あ
が
っ

Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
対
策
を
求
め
る
声
が
あ
が
っ

Ｇ
Ｏ
か
ら
対
策
を
求
め
る
声
が
あ
が
っ

た
。
一
九
九
九
年
末
に
は
、
ブ
カ
シ
市
政
府
が
ジ

ャ
カ
ル
タ
特
別
州
に
対
し
て
住
民
へ
の
補
償
金
の

支
払
い
を
求
め
た
。
一
九
九
九
年
に
、
ブ
カ
シ
市

と
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
の
間
で
第
一
次
覚
書
が
結

ば
れ
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
は
、
環
境
破
壊
の
修

復
を
行
う
こ
と
、
年
間
一
○
億
ル
ピ
ア
の
賠
償
金

を
支
払
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

二
○
○
一
年
に
は
、
処
分
場
を
原
因
と
す
る
水

質
汚
濁
や
大
気
汚
染
の
問
題
が
続
い
て
い
る
と
し

て
、
ブ
カ
シ
市
は
、
埋
立
処
分
場
の
管
理
の
改
善

等
が
な
け
れ
ば
、
処
分
場
を
閉
鎖
す
る
と
ジ
ャ
カ

ル
タ
特
別
州
に
要
求
し
た
。
交
渉
が
決
裂
し
、
一

二
月
五
日
に
は
、
処
分
場
が
閉
鎖
さ
れ
、
約
二
週

間
に
わ
た
っ
て
ジ
ャ
カ
ル
タ
中
に
ゴ
ミ
が
あ
ふ
れ

る
事
態
と
な
っ
た
。メ
ガ
ワ
テ
ィ
大
統
領
（
当
時
）

の
仲
介
な
ど
も
あ
り
、
ブ
カ
シ
市
は
二
○
○
二
年

一
月
末
ま
で
を
交
渉
期
間
と
す
る
こ
と
を
条
件
に
、

処
分
場
の
閉
鎖
を
と
い
た
。
一
月
末
に
結
ば
れ
た

第
二
次
覚
書
で
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
が
、
二

○
○
二
年
に
は
一
四
○
億
ル
ピ
ア
を
、
二
○
○
三

年
に
は
、
八
七
億
五
○
○
○
万
ル
ピ
ア
を
支
払
う

こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
、
バ
ン
タ
ー
ル
・
グ
バ
ン

地
区
の
三
つ
の
村
に
上
水
道
用
の
パ
イ
プ
を
敷
設

す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ブ
カ
シ
市
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別

州
と
対
等
に
交
渉
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
背
景
に

は
、
地
方
分
権
化
の
流
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
民
主
化
の
中
で
、
健
康
被
害
等
の
被
害
に

あ
っ
て
い
る
人
々
が
声
を
上
げ
や
す
く
な
り
、
政

治
家
も
そ
の
よ
う
な
声
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て

き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
も
、
混
乱
は
続
い
て
い
る
が
、
協
調
し

て
廃
棄
物
を
管
理
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
も
出

て
き
て
い
る
。
二
○
○
四
年
一
月
一
日
に
は
、
第

三
次
覚
書
が
結
ば
れ
、
バ
ン
タ
ー
ル
・
グ
バ
ン
で

の
管
理
は
、
ブ
カ
シ
市
が
行
う
こ
と
、
ジ
ャ
カ
ル

タ
特
別
州
は
、
処
理
費
用
を
支
払
う
こ
と
な
ど
が

合
意
さ
れ
た
が
、
処
理
費
用
が
一
ト
ン
当
た
り
八

万
五
○
○
○
ル
ピ
ア
と
い
う
ブ
カ
シ
市
の
主
張
を

ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
が
受
け
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、

覚
書
は
一
月
四
日
に
は
破
棄
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
時
的
な
埋
立
地
と
さ
れ
た
チ
リ
チ
ン
で
、
水
質

汚
濁
の
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
な
ど
を
受
け
、
バ

ン
タ
ー
ル
・
グ
バ
ン
を
再
び
使
用
す
る
こ
と
を
決

め
た
。

二
○
○
四
年
六
月
に
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
、
ブ
カ

シ
市
以
外
に
、
ボ
ゴ
ー
ル
市
、
ボ
ゴ
ー
ル
県
、
デ

ポ
ッ
ク
市
、
タ
ン
ゲ
ラ
ン
市
、
タ
ン
ゲ
ラ
ン
県
も

参
加
し
て
、
ゴ
ミ
の
共
同
管
理
に
関
す
る
覚
書
が

結
ば
れ
た
。
世
界
銀
行
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、

廃
棄
物
管
理
を
行
う
会
社
を
作
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
二
○
○
六
年
二
月
に
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
特

別
州
と
ブ
カ
シ
市
は
、
バ
ン
タ
ー
ル
・
グ
バ
ン
の

廃
棄
物
を
管
理
す
る
会
社
を
作
る
こ
と
で
合
意
し

て
い
る
。

●
公
害
問
題
と
地
方
分
権
化

水
質
汚
濁
な
ど
公
害
問
題
に
関
す
る
権
限
も
中

環境問題 地方分権化との関連 その他の要因

森林破壊

・�中央政府・州・県��政府�そ����政府�そ���政府�そ��
�の権限が不明確。
・�地方政府の能力が十分でない段階で
の権限委譲。
・�100ha 以下の小規模伐採権の乱発。

・�合板・紙パ���の�要が���の�要が�の�要が
大きい。
・�汚職などにより違法伐採に
対する取締りが弱い。

水産資源の減少

・�州・県 / �政府�そ���の権限が
不明確。
・�伝統的な漁法が規制対象外になり�
不適正な漁業の抜け道となった。
・�地方政府の能力が十分でない段階で
の権限委譲。

・�海外の漁獲効率の高い船に
よる操業。
・�国内外での水産物の�要拡
大。

公害問題
・�県・�レベ�の能力が十分でない段
階での権限委譲。

廃棄物問題
・�県や�の境を越えて廃棄物を処分し
ている場合�受け入�側の発言力が
増大。

・�発生源�でのごみ減量への
努力が不十分。

表 1　インドネシアの地方分権化と環境問題

（出所）筆者作成。
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央
政
府
か
ら
州
へ
、
州
か
ら
県
・
市
へ
の
権
限
の

委
譲
が
行
わ
れ
た
。

地
方
分
権
化
が
す
す
み
始
め
た
当
時
、
地
方
政

府
の
公
害
へ
の
対
処
能
力
に
は
、
か
な
り
ば
ら
つ

き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
○
○
一
年
に
は
、

地
方
で
の
環
境
問
題
担
当
の
部
署
（
Ｂ
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｄ

Ａ
Ｌ
Ｄ
Ａ
）
は
、
州
、
県
、
市
あ
わ
せ
て
一
六
八

存
在
し
て
い
た
（
二
○
○
一
年
一
二
月
二
六
日
時

点
の
環
境
影
響
管
理
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
）。

当
時
、
三
○
州
、
二
六
八
県
、
八
五
市
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
環
境
問
題
を
担
当
す
る
部
署
が
設
置
さ

れ
て
い
る
地
方
政
府
は
、
半
分
に
も
み
た
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
地
方
分
権
化
の
進
展
に
と
も
な

い
、
権
限
が
委
譲
さ
れ
、
環
境
行
政
の
中
で
地
方

政
府
の
役
割
は
高
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
十
分
に

組
織
が
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
だ
っ
た
。

部
署
が
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、
多
く
の
県
・
市

で
は
、
環
境
行
政
を
担
う
能
力
・
経
験
が
、
依
然
、

不
足
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
、
河
川

へ
の
排
水
許
可
は
、
二
○
○
一
年
に
制
定
さ
れ
た

「
水
質
管
理
及
び
水
質
汚
濁
防
止
に
関
す
る
政

令
」
で
州
か
ら
、
県
・
市
レ
ベ
ル
に
権
限
が
委
譲

さ
れ
て
お
り
、
県
、
市
レ
ベ
ル
で
の
環
境
行
政
能

力
の
向
上
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

●
ま
と
め

ス
ハ
ル
ト
政
権
期
に
は
、
地
方
分
権
化
や
住
民

の
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、

資
源
の
適
切
な
利
用
や
汚
染
の
防
止
が
進
む
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
地
方
分
権
化

が
進
む
と
、
地
方
政
府
の
環
境
管
理
能
力
の
欠
如

や
あ
い
ま
い
な
法
律
の
規
定
等
に
よ
り
、
適
切
に

規
制
が
執
行
さ
れ
ず
、
逆
に
、
天
然
資
源
開
発
に

よ
り
短
期
的
な
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
動
き
が
強

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
地
方
分
権
化
、
地
域
住

民
の
資
源
管
理
に
関
す
る
参
加
の
拡
大
が
、
環
境

問
題
に
与
え
て
い
る
影
響
は
一
様
で
は
な
い
。
さ

ま
ざ
ま
な
環
境
問
題
の
分
野
に
よ
っ
て
、
共
通
し

て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
異
な
っ
て
い
る
部
分
も

あ
る
。

森
林
、
水
産
資
源
、
公
害
問
題
に
関
し
て
は
、

十
分
な
執
行
能
力
が
な
く
、
意
識
も
欠
如
し
て
い

る
地
方
政
府
に
権
限
が
委
譲
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
規
制
の
執
行
が
十
分
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
点
が
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
政
府
、

州
政
府
、
市
・
県
政
府
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
が
は

っ
き
り
と
し
て
い
な
い
こ
と
も
混
乱
を
も
た
ら
し

て
い
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
環
境

問
題
を
省
み
る
こ
と
な
く
、
天
然
資
源
や
産
業
振

興
を
め
ぐ
る
地
方
と
中
央
お
よ
び
地
方
の
内
部
で

の
利
権
争
い
が
お
き
て
い
る
。

森
林
と
水
産
資
源
に
関
し
て
は
、
地
域
住
民
に

よ
る
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
資
源
利
用
権
が
乱
用
さ

れ
、
資
源
の
過
剰
採
取
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
も

重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
住
民
に
よ
る
限
ら

れ
た
範
囲
で
の
資
源
利
用
権
の
付
与
を
全
く
行
わ

な
い
と
し
て
も
、
問
題
が
解
決
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で
も
、
違
法

伐
採
や
、
漁
場
を
め
ぐ
る
紛
争
が
存
在
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
資
源
の
利
用
権
の
付
与
が
、
適
切

な
資
源
管
理
に
つ
な
が
る
よ
う
に
地
方
政
府
の
レ

ベ
ル
で
資
源
利
用
権
の
付
与
の
条
件
を
検
討
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

公
害
問
題
に
つ
い
て
は
、
市
の
権
限
が
拡
大
し

て
き
て
い
る
も
の
の
、
多
く
の
県
・
市
で
は
、
依依

然
、
公
害
問
題
に
対
処
す
る
能
力
が
十
分
で
は
な

、
公
害
問
題
に
対
処
す
る
能
力
が
十
分
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
、
す
で
に
、
い
く
つ
か
の
国
際
協

力
も
進
ん
で
い
る
が
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
・
デ
ベ
ロ

ッ
プ
メ
ン
ト
を
さ
ら
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

廃
棄
物
に
関
し
て
は
、
市
や
県
の
境
を
移
動
し

て
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い

る
。
受
け
入
れ
先
の
県
や
市
の
協
力
が
得
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
世

界
銀
行
の
援
助
に
よ
り
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
お
よ
び
そ

の
周
辺
地
域
で
の
ゴ
ミ
の
共
同
管
理
に
関
す
る
覚

書
が
結
ば
れ
た
。
し
か
し
、
廃
棄
物
の
処
理
・
処

分
施
設
の
設
置
に
は
、
周
辺
住
民
か
ら
の
抵
抗
が

強
く
、
実
際
の
共
同
管
理
の
実
現
に
は
時
間
が
か

か
る
と
予
想
さ
れ
る
。

二
○
○
四
年
地
方
行
政
法
、
中
央
地
方
財
政
均

衡
法
の
制
定
に
よ
り
、
中
央
と
地
方
の
関
係
の
見

直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
県
・
市
レ
ベ
ル
の
地
方
行

政
が
環
境
管
理
の
主
た
る
実
施
者
と
な
る
点
に
つ

い
て
は
、
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
県
・
市
レ

ベ
ル
の
環
境
管
理
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
・
デ
ベ
ロ
ッ

プ
メ
ン
ト
が
急
務
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ａ
、
世
界
銀
行
等
の

ド
ナ
ー
も
、
地
方
政
府
の
環
境
管
理
能
力
の
向
上

に
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
努
力
を
強
化

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（ 

こ
じ
ま　

み
ち
か
ず
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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